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平成24年度障害者問題連続講座を開催し第１回目と第２回目とも100名を超える方々にご

参加をいただきました。各内容についての詳細な報告は、次号でさせていただく予定となっ

ていますが、今回開催いたしました発達障害と精神障害をキーワードにした講座へ、多くの

市民の方々がご参加いただけましたことに、あらためて感謝を申し上げます。私たちにとり

ましては、発達障害や精神障害への関心の高さをあらためて実感する機会ともなりました。 

また、第３回目の開催につきましては、この機関誌をお読みいただいている時点では開催

が終了している予定ですが、箕面市での障害のある人の働くことに関する取り組みを広く知

っていただく内容として、多くの方々にご参加いただけるよう、準備をすすめています。 
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障害者事業団をもっと知っていただきたいシリーズ⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 箕面市の独自制度である「社会的雇用」、最近も、視察が相次いでいるが、よく聞かれるの

が、「いつ頃から始まったのですか？」ということである。 

 そのご質問への答を兼ねて、今号と次号では、「社会的雇用」の始まりから今日までを、振

り返ってみたい。 

 なお、小見出しの各時期の名称は、本稿の構成上つけたものであることを、初めにお断り

しておきたい。 

 

 

 

 ＜＜＜＜第一期第一期第一期第一期（（（（黎明期黎明期黎明期黎明期）＝）＝）＝）＝昭和昭和昭和昭和５７５７５７５７年年年年（（（（1982198219821982 年年年年）～）～）～）～平成平成平成平成２２２２年年年年（（（（1990199019901990 年年年年）＞）＞）＞）＞    

    

    

社会的雇用の中心的存在である豊能障害者労働豊能障害者労働豊能障害者労働豊能障害者労働センターセンターセンターセンター、ここが発足したのは、昭和５７

年（1982 年）４月だから、ちょうど、国際障害者年（昭和５６年（1981 年））の翌年にあた

る。 

同センター発行のパンフレットには、当時の様子が、朝日新聞記事（昭和５７年（1982 年）

5 月 11 日朝刊）を紹介する形で、掲載されているので、引用してみたい。 

 「「「「自立自立自立自立をををを求求求求めるめるめるめる４４４４人人人人のののの障害者障害者障害者障害者がボランティアのがボランティアのがボランティアのがボランティアの応援応援応援応援をををを受受受受けてけてけてけて箕面市内箕面市内箕面市内箕面市内でででで始始始始めためためためた無公害粉無公害粉無公害粉無公害粉せせせせ

っけんのっけんのっけんのっけんの販売販売販売販売がががが最近最近最近最近、、、、軌道軌道軌道軌道にににに乗乗乗乗りりりり始始始始めためためためた。。。。粉粉粉粉せっけんのせっけんのせっけんのせっけんの袋詰袋詰袋詰袋詰めやラベルめやラベルめやラベルめやラベル貼貼貼貼りなどりなどりなどりなど、、、、慣慣慣慣れないれないれないれない

作業作業作業作業にににに汗汗汗汗をををを流流流流しながらしながらしながらしながら、、、、障害者障害者障害者障害者たちはたちはたちはたちは自活自活自活自活できるできるできるできる日日日日をををを目指目指目指目指してしてしてして頑張頑張頑張頑張っているっているっているっている。」。」。」。」    

 記事に登場する「今春、府立茨木養護学校高等部を卒業した小泉祥一さん（１９）」が、同

センターの現在の代表だが、障害者及び、共に生きることを目指すスタッフたちが、既存の

福祉制度の枠組みでない、「働く場」を求めて活動し始めたのが、社会的雇用のそもそもの始

まりである。 

 こうした動きを受け、箕面市は昭和６１年（1986 年）４月から、「箕面市障害者雇用助成

金交付要綱」による補助事業を開始するが、要綱第１条には次の記載がある。 

 「「「「第第第第１１１１条条条条（（（（目的目的目的目的））））    このこのこのこの要綱要綱要綱要綱はははは、、、、市内市内市内市内にににに居住居住居住居住するするするする重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者のののの労働労働労働労働のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会

とととと一体一体一体一体となってとなってとなってとなって運営運営運営運営されているされているされているされている市内事業所市内事業所市内事業所市内事業所においてにおいてにおいてにおいて、、、、重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者がががが就労就労就労就労するするするする場合場合場合場合、、、、当該事業当該事業当該事業当該事業

所所所所にににに対対対対してしてしてして補助金補助金補助金補助金をををを交付交付交付交付しししし、、、、もってもってもってもって重度障害者重度障害者重度障害者重度障害者のののの職業的自立職業的自立職業的自立職業的自立のののの促進促進促進促進をををを図図図図ることをることをることをることを目的目的目的目的とすとすとすとす

るるるる。」。」。」。」    

 

 よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問    

「「「「社会的雇用社会的雇用社会的雇用社会的雇用はいつはいつはいつはいつ頃頃頃頃からからからから始始始始まったのですかまったのですかまったのですかまったのですか？」？」？」？」にににに答答答答えてえてえてえて    

 

一般財団法人箕面市障害者事業団 常務理事 兼 事務局長 栗原 久 
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 同じ昭和６１年（1986 年）にスタートした第三次箕面市総合計画では、「障害者の働く場 

づくり推進事業」が最重点施策事業として位置づけられたが、この背景には、昭和６０年（1985

年）の「障害者の働く場づくり懇話会」に始まる、市行政と障害者団体、関係機関による円

卓会議の存在がある。 

同懇話会には、箕面市身体障害者福祉会箕面市身体障害者福祉会箕面市身体障害者福祉会箕面市身体障害者福祉会、箕面手箕面手箕面手箕面手をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ親親親親のののの会会会会、箕面市肢体不自由児者箕面市肢体不自由児者箕面市肢体不自由児者箕面市肢体不自由児者

父母父母父母父母のののの会会会会、箕面市障害者自立箕面市障害者自立箕面市障害者自立箕面市障害者自立のののの店店店店たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ共働作業所共働作業所共働作業所共働作業所（（（（当時当時当時当時））））、箕面障害者共働作業所箕面障害者共働作業所箕面障害者共働作業所箕面障害者共働作業所そよそよそよそよ

かぜのかぜのかぜのかぜの家家家家（（（（当時当時当時当時））））、そして豊能障害者労働豊能障害者労働豊能障害者労働豊能障害者労働センタセンタセンタセンターという、市内全ての障害者団体が、行政

と共に一同に会するという大きな意義があった。 

 同懇話会は、その後、（仮称）箕面市障害者事業団設立準備委員会（昭和６１年（1986 年））、

障害者事業団設立委員会（平成元年（1989 年））へと発展・改組し、また同時並行で、昭和

６２年（1987 年）からは、実践を検証する場として（仮称）箕面市障害者事業団モデル事業

推進協会が取り組みを始める。 

 モデル事業推進協会では、平成元年（1989 年）に、同協会が経営する喫茶るうぷ（市立メ

イプルホール内）において、２名の知的障害者を雇用するが、この２名が事業団の最古参で

もある。 

 平成２年（1990 年）には、箕面市議会において全会派賛成のもと、事業団設立へ向けた出

捐金（しゅつえんきん）10 億円の支出が議決され、箕面市社会福祉協議会を通じて市民から

頂いた寄附金 250 万円、更にモデル事業推進協会からの 100 万円を加え、6 月 1 日に財団法

人として設立された。 

 なお、当時の主務官庁の窓口である、大阪府労働部から財団認可がおりたのは、5 月 30 日

という、実にタイトなスケジュールでの船出であった。 

    

    

    

＜＜＜＜第二期第二期第二期第二期（（（（発展期発展期発展期発展期）＝）＝）＝）＝平成平成平成平成２２２２年年年年（（（（1990199019901990 年年年年）～）～）～）～平成平成平成平成６６６６年年年年（（（（1994199419941994 年年年年）＞）＞）＞）＞    

    

    

事業団は、モデル事業推進協会の事業である喫茶事業や物品販売事業を引き継ぎ、また、

市立授産施設のあかつき園が先駆的に行っていた公園花壇管理事業の実績を取り入れさせて

もらい、スタートした（その後、平成４年度（1992 年度）からはリサイクルセンター運営事

業を開始）。 

社会的雇用については、それまで箕面市が直接行っていた補助制度を、平成３年度（1991

年度）からは、事業団を通して行うように変更することになった。 

事業団は、上記のように、主務官庁の窓口が労働行政であり、また直接雇用や企業への就

労支援を通じて、公共職業安定所との連携も密になることから、市の支出科目は福祉予算（民

生費）であるが、事業団を通すことで雇用・労働関係の情報やノウハウを活用し易くする意

図があったと考える。 

さて、この時期、社会的雇用についての最大の出来事は、平成４年（1992 年）に中間報告

を、平成５年（1993 年）に最終報告を発刊した「障害者雇用促進制度調査研究」である（箕

面市心身障害者連絡協議会発行）。 

以前も本紙（№34）で紹介したことがあるが、最終報告の目次には、最重要課題として「障

害者事業所に対する援助策」が掲げられている。 

 この報告書には、「社会的雇用」の文言は見当たらず、同じことを「障害者事業所」という

表現で表しているが、これは、福祉分野の障害者作業所に対置して、労働分野の障害者事業

所との意味を込めたものであり、報告書にも、次の記述が見られる。 

 「「「「障害者事業所障害者事業所障害者事業所障害者事業所はははは、、、、一言一言一言一言でででで言言言言えばえばえばえば、、、、一般企業一般企業一般企業一般企業でもなくでもなくでもなくでもなく、、、、福祉的就労福祉的就労福祉的就労福祉的就労のののの授産施設授産施設授産施設授産施設・・・・作業所作業所作業所作業所でででで

もないもないもないもない、、、、言言言言わばわばわばわば労働労働労働労働とととと福祉福祉福祉福祉のののの谷間谷間谷間谷間にあるにあるにあるにある第三第三第三第三のののの領域領域領域領域としてのとしてのとしてのとしての位置位置位置位置をををを持持持持つつつつ。（。（。（。（P.12P.12P.12P.12）」）」）」）」    
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また、報告書は、障害者事業所に対する行政援助策についても整理を試みているが、「「「「まずまずまずまず

１１１１点目点目点目点目はははは、、、、障害者障害者障害者障害者のののの労働能力労働能力労働能力労働能力にににに視点視点視点視点をををを置置置置いたいたいたいた援助策援助策援助策援助策であるであるであるである。（。（。（。（P.13P.13P.13P.13））））」」」」とし、「「「「次次次次にににに２２２２点目点目点目点目はははは、、、、    

障害者障害者障害者障害者のののの雇用管理雇用管理雇用管理雇用管理にににに関関関関わるわるわるわる経費経費経費経費にににに視点視点視点視点をををを置置置置いたいたいたいた援助援助援助援助策策策策であるであるであるである（（（（同同同同）」）」）」）」としている。 

１点目が、障害者への賃金補填の考え方であり、２点目が、介護をはじめ就労上の支援に

ついての人件費補助の考え方である。 

ところで、「社会的雇用」という表現は、いつ頃から使われ始めたのかであるが、明確に文

字として残されたものとしては、季刊福祉労働第 64 号（現代書館／平成６年（1994 年）9

月 25 日発行）の拙稿を、恐縮だが、紹介したい。 

 「「「「しかししかししかししかし、、、、前述前述前述前述のののの施策施策施策施策（（（（注注注注：：：：障害者雇用支援障害者雇用支援障害者雇用支援障害者雇用支援センターセンターセンターセンター等一般就労支援策等一般就労支援策等一般就労支援策等一般就労支援策））））がうまくいったがうまくいったがうまくいったがうまくいった

らららら、、、、それでそれでそれでそれで障害者雇用障害者雇用障害者雇用障害者雇用のののの問題問題問題問題はははは解決解決解決解決するのだろうかするのだろうかするのだろうかするのだろうか。。。。残念残念残念残念ながらそうはながらそうはながらそうはながらそうは思思思思わわわわないないないない。。。。次次次次はははは、、、、わわわわ

がががが国国国国でででで制度化制度化制度化制度化されていないされていないされていないされていない社会的雇用制度社会的雇用制度社会的雇用制度社会的雇用制度をををを実現実現実現実現するするするする番番番番であろうであろうであろうであろう。（「。（「。（「。（「日本日本日本日本のののの障害者雇用法制障害者雇用法制障害者雇用法制障害者雇用法制

度度度度のののの流流流流れとれとれとれと今後今後今後今後のののの動向動向動向動向」／」／」／」／P.17P.17P.17P.17））））」」」」    

 実は、先の報告書のもととなった議論の中でも、社会的雇用という言葉は、やりとりされ

ていた。 

 学識経験者として参加頂いた大谷強（おおたに つとむ）先生（当時は、川崎医療福祉大

学医療福祉学部教授）から、「欧州の保護雇用と似通った概念だが、日本で保護雇用というと、

障害者を保護するものと誤解を受ける可能性もあるので、社会的雇用という方が良いのでは

ないか」といった趣旨の提起を受けたことを記憶している。 

さて、その社会的雇用の場であるが、平成３年（1991 年）には、二番手として「障害者の

働くパンハウス・ワークランド」が立ち上がる。 

 冒頭の朝日新聞の記事で「粉せっけん」に触れていたが、各地の作業所等でも、廃油等か

ら作る「粉せっけん」と並んで、パンづくりが主流になっていた時代であった。 

    一方、この時期（平成６年度（1994 年度））、先の報告書の提案もあり、事業団の交付要綱

において障害者事業所の規定を再整理するなどの改正がなされたが、補助の体系は、就労障

害者数に応じて A～D ランクに区分した補助を実施するものであった。 

 言わば、作業所制度の枠組みを、障害者事業所制度（社会的雇用）に適用したものであっ

た。 

 現在のように、賃金補填を明確にした制度に発展するのは、平成９年度（1997 年度）から

である。 

（以下、続く） 

 

 

 

次号では、＜＜＜＜第三期第三期第三期第三期（（（（維持期維持期維持期維持期）＞）＞）＞）＞ として、平成６年度（1994 年度）以降、制度の部分的

改訂を経て、平成１８年度（2006 年度）に発刊した「箕面市における障害者事業所が行う社

会的雇用の今後のあり方について」までを、 

また、＜＜＜＜第四期第四期第四期第四期（（（（提案期提案期提案期提案期）＞）＞）＞）＞として、平成１９年度（2007 年度）以降、現在まで、特に平

成 21 年度（2009 年度）から取り組んだ国モデル事業化へのアプローチを中心に掲載する予

定である。 
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事業団日誌事業団日誌事業団日誌事業団日誌    

箕面市障害者事業団が運営するお店は市内に３店舗あります。今回の日誌では、その中のひ

とつ、“喫茶るうぷライフプラザ店”での日々の取り組みをお伝えしたいと思います。 

 

1.1.1.1.    おおおお店店店店のののの役割役割役割役割をををを考考考考えてみるとえてみるとえてみるとえてみると    

事業の中でのお店の役割として、まず、障害のある人が働くお店として、障害のある人が働くことを広く社会

に啓発することがあります。そしてこれと併せて、障害のある人の働く体験実習ができるお店という役割もありま

す。また、お店として当然、収益を上げることが必要です。そして、実際の店舗運営では、障害のある人が常

連さんとして利用してくれることも多く、サロン的な役割もあるな、と感じることもあります。 

 

2.2.2.2.    ““““喫茶喫茶喫茶喫茶るうぷライフプラザるうぷライフプラザるうぷライフプラザるうぷライフプラザ店店店店””””のののの紹介紹介紹介紹介    

 お店は、箕面市の総合保健福祉センターの１階で、喫茶・軽食サービスをする飲食店として、席数は４５

席、朝の９時から夕方の５時まで営業しています。障害のある人も、容易にオーダーをとることやコーヒーサ

ービスができるように、券売機やコーヒーマシーンを導入しています。また、職員はアビリンピックに参加し、接

客技術の向上への意識を持って日々の仕事に取り組んでいます。 

 

3.3.3.3.    おおおお店店店店のののの現在現在現在現在のののの状況状況状況状況はははは    

 公共施設の中にあるお店として平成８年（1996 年）から営業を始めましたが、売上げは徐々に減少傾向に

あります。その理由は、タバコの分煙化や、外食する人が減ったこと、また、バス停の変更により施設内で人

の動線が変わったこと等が挙げられます。けれども、その状況に手をこまねいているだけでは大切な役割を担

っているこのお店を維持していくことはできません。ただ、既にシフト人数や廃棄食材を減らす取り組みは限界

になっています。 

 

4.4.4.4.    売上売上売上売上げげげげ確保確保確保確保のためのためのためのため取取取取りりりり組組組組んでいることはんでいることはんでいることはんでいることは    

 まずは、メニューに季節感や流行りのエッセンスを取り入れたいと考え、街のカフェや、メーカーの食材展

示会場へ市場調査に出かけました。また、同様の状況で営業をしている全国の店舗からヒントを得ようと「全

国喫茶コーナー交流会」に参加して、その取組みやメニューの磨き方などのセミナーを聞きました。そして、そ

こでのヒントや食材をどんどんお店に取り入れました。ランチを、週替わりの主菜と地元野菜を使った副菜に

変えて「地産地消」のランチメニューにニューアルし、新たにキッズやレディース用のプレートランチメニューをつ

くりました。また、念願だったうどんメニューもできて、他にも、かき氷やフレッシュジュース、また、地元「みのお滝

道」の名物“もみじの天ぷら”の販売も始めています。 

 次に、広告や宣伝の内容を充実させたいと、インターネットのグルメサイト作成会社や地元商工会議所が開

催するセミナーへ参加しました。メニュー写真も撮り方ひとつで印象が全く変わり、ポップの作り方も変わりました。

フェイスブックページも作成できたので、これからは更新を充実させていく予定です。 

そして、様々なセミナーでは、集客のヒントもたくさんありました。この３月に実施した、ワールド・ベースボール・ク

ラシックの予想を当てたお客様にサービスチケットをお渡しする企画もそのひとつです。これ以外にもこれから取り

組みたいこととして、箕面在住の様々な達人（例えば、折り紙やカラクリ人形等）を呼ぶイベントや店内での手

芸教室等の企画、貸し出し文庫の設置などがあります。 

これ以外にも、自分がお客様の立場になって考えた時に「喫茶店にあれば便利だな」と思った、インターネット

接続サービスの「Wi-Fi」をお客様が無料で利用できるシステムも導入しました。 

 

5.5.5.5.    ノーマライゼーションへノーマライゼーションへノーマライゼーションへノーマライゼーションへ向向向向けてけてけてけて    

あるセミナーで、店舗の「売り」や「強み」を理解してアピールすることがとても大切だというお話しがありました。

“喫茶るうぷライフプラザ店”の「強み」を考えた時、設備面での車いす対応など、バリアフリーに加えて、ソ

フト面での「強み」が大きいと考えました。障害のある人がいることで、接客も自ずと「人に優しい」対応に 

なっていたのです。障害のある人とそうでない人が出会い、交流できる場として、地域にしっかりと根を張 

った取組みをこれからも続けていきたいと思いますので、引き続き皆様からの応援をよろしくお願いします。 
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就労支援課から 

 

『障害者自立支援法のもとで取り組んだ企業就労支援』 

～箕面市障害者雇用支援センターが障害者自立支援法に基づき取り組んだ４年を振り返る～ 

 

 平成８年(１９９６年)に、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき運営をしていた箕面市障

害者雇用支援センターは、国の制度変更にともない、平成 21 年(２００９年)以降は障害者自立支

援法の就労移行支援事業所として取り組むことになり、今日に至っています。 

 平成２５年(２０１３年)４月からは障害者自立支援法に変わる障害者総合支援法が施行されます。

法律名称は変わりますが、当面の間は、この間に取り組んできた就労移行支援の取り組みは変更さ

れずに継続されるとのことです。引き続き、これまでの取り組みを維持・発展させるべく支援に向

き合っていきたいと思っています。 

今回の機関誌は、障害者自立支援法の指定を受けた就労移行支援事業所として取り組んだ、箕面

市障害者雇用支援センターの４年間を振り返る機会といたします。 

 

（１）就労移行事業所(施設)が増え、利用者側で施設を選べるようになった 

 旧来の授産施設の一部や、事業団のように障害者雇用支援センターとして一般就労に向けて支援

をする通所施設が、同じ制度のもとで事業を行うことになりました。全国の就労移行支援の施設は

2500 箇所あまり(ＷＡＭ-NET より)に増えています。その中には企業での就職の成果が出せてい

ない施設も多いと言われていますが、箕面周辺で取り組む施設は、積極的に就労支援に取り組んで

いるところばかりです。事業団設立前から就労支援に取り組んでいたり、大阪府内の各地でも就労

支援を展開している法人であったり等、それぞれの施設での支援の仕組みができています。また、

現在の制度は、他市の施設も利用することができる制度です。箕面市外でも通所が十分可能な大阪

市内等の近隣の地域で、株式会社や NPO が設立している就労移行の施設も増えてきています。そ

のため、現実に他市から箕面市内の施設への利用される例、箕面市から他市の施設を利用される例

のどちらもが増えてきています。 

このように、都市部である箕面近隣に住む障害当事者にとっては、就労移行の施設選びの選択肢

は、この間で随分と拡がりました。 

 

（２）正しい施設選びができることも、これからの施設の役割 

 障害者自立支援法での１８歳以上の障害者へのサービスは、本人と配偶者の所得に応じて、利用

料の一部自己負担が生じる仕組みになっています。利用料の負担についての是非論はともかく、利

用者の中には施設通所にかかる自己負担として年間10万円以上の費用を支払う人も何名かおられ

るのが現実です。このように、費用も発生する場合もあるサービス利用である点、前述のように近

隣市の施設を含めた複数の施設の中から選択できる点を踏まえると、施設を利用する障害当事者に

とって正しい施設選び、納得できる施設選びができることが重要です。 

この間の機関誌『障害者事業団だより』でもお伝えしているとおり、当センターは、施設内での

作業トレーニングだけでなく、喫茶るうぷメイプルホール店での業務や近隣の複数の企業での協力

のもとに実施する企業内でのトレーニング(施設外就労)、体験実習などの企業内での作業機会を多

く提供していることが特色です。特別支援学校等の卒業後の進路先として、就労移行支援の施設を

選べる人もたくさんいます。施設からの就職状況だけでなく、どのような支援をする施設なのかと
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いった特色を発信していくことも大切な役割になってきます。 

 

（３）就職後の職場定着支援を担うマンパワーの課題 

 障害のある人の就労をすすめていくためには、企業に就職するまでの支援だけでなく、就職後で

あっても働いている人に対する職場定着に向けた支援も重要です。就労移行支援事業も就職した後

の職場定着支援が求められており、就職してから６カ月後まで職場定着した人数に応じて報酬(収

入)の『加算』があり、施設側にとっての収入が増える仕組みになっています。しかし、当事者へ

の支援は、就職後６カ月で終わるものでなく、頻度こそ少なくなったとしても就職している限りは

長期的に支援を続ける必要があるものの、その後の支援は施設側の収入にはつながりません。事業

費収入の裏打ちがなければ、継続的に支援を提供することが困難です。 

国制度の枠組みでは、障害者就業・生活支援センターなど関係機関と連携して支援が継続できる

体制を整えることを求めているのですが、支援のマンパワーが将来的にも確保できるかという点で

は不安があるのが正直なところです。障害者就業・生活支援センターも年々登録者数が増えて支援

ニーズが高まる中、限られた人員でサポートをするには限界があるからです。 

 平成８年度(1996 年)から平成 20 年度(2008 年度)に、障害者の雇用の促進等に関する法律に

基づく障害者雇用支援センターとして事業を実施していたときにも、就職者の職場定着支援の担い

手は課題でした。施設内でのトレーニングに力を注ぐと、就職した後の定着支援にマンパワーを注

ぐことができなくなるというものでした。当時は、職員体制などの運営を工夫するとともに、地元

自治体からの補助金により職員数を増員して職場定着支援が途切れない体制を整えていました。 

当時と比べて、現在では就労移行の施設の取り組みが全国的に拡がっていることからも、この課

題は今後、国レベルの様々な場面でも議論されていく課題になると思われます。計画的かつ継続的

に職場定着支援が提供できるように、施設側が定着支援を提供した際に報酬(収入)が評価される仕

組みが検討されていくことを望みます。 

 

（４）より個別のニーズに見合った就労支援 

 今後も、障害も年齢も、住んでいる地域も様々な方が就労移行の施設を利用することになると思

われます。一般企業での就職に向けた支援をするという点では共通していたとしても、個々の方に

とっての目指すべき職種や勤務地、就労時間等は様々です。 

 就労移行支援事業の制度は、最低でも３カ月に一回の頻度で作成する『個別支援計画』に基づい

た支援を提供します。施設での取り組みには限りはありますが、その中で個別ニーズを踏まえた支

援をいつまでも追求していくことは、私たちが大切にしなければならない視点です。 
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○○○○生活生活生活生活のののの様子様子様子様子    

私が自立生活を始めて３回目の春、いろいろな事が

ありました。楽しいことでは、いろいろなヘルパーさん

たちと他愛もない話をしたり、友人が訪ねて来て自立

生活の様子を見に来てくれたり、辛かったことでは、ち

ょうど一年前に、それまで住んでいたハイツが、突然の

立ち退きと聞き、青天の霹靂でした。 

再び、重度障害者市民が住みやすい家を見つけるた

めに、家賃が安くバリアフリーなどの厳しい条件をクリ

アする家探しが始まりました。今回は、いろんな方々の

手を借り、今の家に引っ越すことができて、今はすっか

り、前の家の生活ペースを取り戻しています。 

今の生活ペースは、週に４日は自宅で暮らし、あとの

３日は親元に帰っています。この生活も、両親の年齢

が７０歳代を過ぎてあと何年続けていけるのか？と、こ

の頃ずっと不安を感じています。いずれは、週７日の

完全な自立生活を目指しています。 

 

○○○○現在現在現在現在のののの私私私私のヘルパーさんのヘルパーさんのヘルパーさんのヘルパーさん事情事情事情事情    

現在の私のヘルパーさん事情は、「ＮＰＯ法人箕面市

障害者の生活と労働推進協議会（以後推進協と表

記）」さんと、池田市にある「株式会社ケアステーション

かとれあ（以後かとれあと表記）」さんの二つの事業所

から派遣してもらっています。推進協さんでは、泊まり

のヘルパーさん５名と、朝の家事やトイレ介助のヘル

パーさん３名が、月曜日と水曜日に入ってもらっていま

す。そして、もう一つの、かとれあさんでは、ヘルパーさ

ん３名で火曜日と木曜日の泊まりと家事などのヘルプ、

そして、週末の土・日・月の朝の介助に入ってもらって

います。しかし、３６５日の完全な自立生活をするには、

あと最低１０名ほどのヘルパーさんが必要だと思って

います。私の介助は体力がいりますので、若いヘルパ 

ーさんが増えて欲しいです。 

しかし、二つの事業所とも新しいヘルパーさんの派遣

は難しいようです。ですから今は、新しいヘルパー派遣

事業所探しをしています。 

 

○○○○若若若若いヘルパーさんはいヘルパーさんはいヘルパーさんはいヘルパーさんは少少少少ないのかないのかないのかないのか？？？？    

 一般の健常者の２０代や３０代の若い人たちが、

「不況で仕事がない！」とテレビとかラジオで言われる

中、一方で私たちの生活を支えてくださるヘルパーの

仕事には「興味が持てない！」と言うのは何故だろうと、

いつも来てくださるヘルパーさんが来られなくなったと

きに思ってしまいます。 

 そこで、実際のところはどうなっているのかを、推進

協のコーディネイター丸橋さんと、かとれあのコーディ

ネイター鍵谷さんのお二人に、お話を伺いしました。 

 

○○○○実際実際実際実際のところはのところはのところはのところは？？？？    

 早速、昨年の１１月の下旬に丸橋さんと鍵谷さんに

お会いして、いろいろお聞きしてみました。まず、直球

質問で「ヘルパーさんの給料が安いから若い人は、ヘ

ルパーになりたがらないのでは？」と聞いてみました。

丸橋さんは、「時給だけでみると、けして一般企業と比

べても安くないです。一般のスーパーなどのアルバイト

は、時給８００円ぐらいもらっている人が多いと思いま

す。でも、どのヘルパー派遣事業所も、時給で１０００

円以上は支給しているはずですよ。」と言われました。

さらに丸橋さんは、「正式な職員の給料は、平均すると

一般の会社と比べて、どのヘルパー派遣事業所もか

なり低く抑えられていると思います。これを改善するに

は、社会全体でヘルパーという仕事の地位を高める必

要があると思います。」と話されました。また、「一般の

方々は、どうしても介護の仕事に、暗い、汚い、給料が

安いと、いわゆる３Ｋの仕事の代表だとネガティブイメ

ージを持っている方が多いらしいのです。」と言われま

した。そして、鍵谷さんは「一般の健常者の方の意識

の中では、他人のお世話をすること、特に食事介助や

No.２８ 

    読者読者読者読者のののの皆皆皆皆さんさんさんさん、、、、こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは。。。。さてさてさてさて今回今回今回今回はははは、、、、自立生活自立生活自立生活自立生活をしていてのをしていてのをしていてのをしていての疑問疑問疑問疑問、、、、

ヘルパーさんのヘルパーさんのヘルパーさんのヘルパーさんの人材不足人材不足人材不足人材不足のことについてのことについてのことについてのことについて、、、、私私私私がががが契約契約契約契約をしているをしているをしているをしている二二二二つのヘルパつのヘルパつのヘルパつのヘルパ

ーーーー派遣事業所派遣事業所派遣事業所派遣事業所のののの方方方方にににに、、、、いろいろおいろいろおいろいろおいろいろお伺伺伺伺いしましたいしましたいしましたいしました。。。。    
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トイレ介助などがある身体介助を避ける傾向にあるよ

うです。」と話されました。しかし、お二人は「実際は、

世間で言われているネガティブイメージとは違い、やり

がいを強く持っているヘルパーさんが多いのも事実で

す。」とお話しされました。 

 

○○○○ボランティアとヘルパーさんとのボランティアとヘルパーさんとのボランティアとヘルパーさんとのボランティアとヘルパーさんとの違違違違いはいはいはいは？？？？    

 そこで、「ボランティアのグループには、多くの人た

ちが集まって来るのに、ヘルパーの仕事に興味が持て

ないのは何故？」と聞いたところ、「まず、ボランティア

さんたちは自由参加が原則にあります。例えば、ボラ

ンティアさんがある障害者市民と気が合い、その人の

ためだったら、どんなことでもやってあげたいと思ったと

きだけ行動することは、つまり、自分の自由にできるん

です。給料はないが責任もない、それがボランティアで

す。」と丸橋さんは話されました。そして、「ヘルパーの

仕事は、あくまでも仕事としてきっちりと介助を提供す

るし、その対価として、給料が払われます。もちろん、

利用者との守秘義務もあります。そして、労働災害等

のいろいろな補償もあります。これが、ヘルパーの仕

事です。」と丸橋さんは話されました。それと、かとれあ

の鍵谷さんからはこんな話もされました。「以前には、

福祉系の大学の学生さんのヘルパーさんもおられた

時期もありましたが、その方は障害者の療護施設に就

職が決まり、結局、かとれあには、若い人たちがいなく

なってしまいました。」とのことでした。 

 

○○○○人人人人がががが集集集集まらないのはまらないのはまらないのはまらないのは何故何故何故何故だろうだろうだろうだろう？？？？    

 そこで、「もしかしたら、過去に障害者市民と関わっ

たとき、殴られたり暴言を言われたりして嫌な体験があ

ったから、障害者市民を避けるのではないでしょう

か？」と聞いたところ、丸橋さんは「それは、無いでしょ

う。」と話され、さらに「それよりも、若い人たちの育って

きた環境の中に、介助の必要な障害者市民がいる、い

ない、の有無によって違うのではないのでしょうか？」

とのことでした。それから、こんなお話も出ました。「ヘ

ルパーの人材を集めるために、近隣の各大学や福祉

系の専門学校等にヘルパー募集のチラシ配りの許可

を求めたところ、チラシ配りの交渉すら取り合ってくれ

なかった学校がほとんどでした。」そして、鍵谷さんは

「人集めのために、かとれあでは、民間会社のヘルパ

ー二級養成講座の受講生を受け入れる事業所になっ

ています。しかし、すぐにでもヘルパーの仕事をやりた

いと思う人は、受講生の中の１割ぐらいしかいないよう

です。そして、どの年代の受講生も少なくなってきてい

るのではないかと思います。」と話されました。 

 お二人のお話から、若いへルパーさんどころか、ヘ

ルパーさん全体の人数が増えていないのが現状だと

思いました。その中で、丸橋さんから興味深いお話し

がありました。「豊中市のヘルパー派遣事業所では、

新卒の人をほぼ毎年のように正式な職員として採用し

ているようです。推進協でもそれができればと、今考え

ているところですが、なかなか難しいですね。」とのこと

でした。新卒の人が毎年のように正職員として採用さ

れる、すごいことだと思いました。できればその事業所

のことを知りたいと思いました。ここで、取材の時間が

終了になりました。今回の取材に、心良くご協力をして

いただきました、推進協の丸橋さんと、かとれあの鍵谷

さん、ありがとうございました。 

 

○○○○社会社会社会社会にににに必須必須必須必須ななななＰＲＰＲＰＲＰＲ    

 今回の取材で、私たち障害者市民の生活を支えて

くださるヘルパーの仕事が、一般社会に浸透していな

いことがわかりました。丸橋さんは取材の中で「一般の

方は、ヘルパーさんと聞くと高齢者のヘルパーさんを

思い浮かべられて、障害者市民のヘルパーさんとの違

いがあまり分かっていない方が多いようです。ですから、

障害者市民のヘルパーについて理解してもらうための

説明が、たいへんです。」と話され、かとれあの鍵谷さ

んも大きく頷かれていました。 

 このことから、３６５日２４時間介助の必要な、重度

身体障害者市民であっても、どんどんヘルパーさんた

ちと一緒に街の行事に参加するとか、個人的にヘルパ

ーさんと出かけて行って、そこで一般の方々にうまく関

わってもらえるようにしたら、障害者市民の生活支援を

する、ヘルパーさんの仕事がどんなものなのかが、分

かってもらいやすくなると思うし、そのように障害者市

民のほうも、社会にアピールをどんどんとしていきたい

と思っています。 

 

さて今回のｖｉｅｗｐｏｉｎｔは、読者の皆さんはどのように

思われましたか？ 読者の皆さんのご意見やご感想な

どを、お聞かせいただけたら、嬉しく思います。 

 それでは、次回のｖｉｅｗｐｏｉｎｔをお楽しみに。 

担当、髙田 浩志    
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今年２月に行われたこのフォーラムは、「アール・ブリュットの魅力とネットワーク」という題で、滋賀県大津市

のホテルのコンベンションホールで開催されました。この場所は琵琶湖の畔にあり、ホテルのラウンジからは雄

大な琵琶湖を眺めることができます。ただ、参加した季節は２月、空からチラホラと白い雪も舞い降りていて、

湖の景色を眺める余裕も無い寒さの中を会場に向かいました。 

 

会場の中に入ると外の寒さとはうって変わり、多くの人が集まっていて大変な熱気に溢れていました。後日、

ホームページの報告を見ると、「定員 150 名のところ予想を大きく上回る 320 名もの来場があり、急きょ椅子

を増やして対応しました。」とあり、その関心の高さがうかがえました。そして、このフォーラムの中では、著名人

の方が複数登壇されて、記念対談や講演ではアーティストの日比野克彦さんや作家の田口ランディさん、ま

た、しめくくりには滋賀県知事の嘉田由紀子さんのお話しを聞くことができました。けれど多くの人が参加したの

は、それだけが理由ではない何かも感じていました。 

このフォーラムの開催趣旨を読むと、「近年、ますます注目度が高まるアール・ブリュット。全国各地で作

品が発見され、展覧会も数多く開かれるようになってきましたが、活動が広がるにつれて色々な課題も現れ

ています。…」とありました。そうです、アートショップとして参加した意味も実はここにありました。課題として、

アール・ブリュット作品の著作権の保護の認識がまだ浸透していないということがあるのです。３年前になりま

すが、フランスのパリ市立美術館でアール・ブリュット ジャポネ展が開催されました。そこに出品する作品を

全国から収集されていたボーダレス・アートミュージアム NO-MA 美術館のアート・ディレクターのはたよしこさ

んに、その開催準備中のお忙しい中を箕面の障害者問題連続講座で講演いただいた時にも、作品を海外

に出す時には、正当な評価を受けることと、その権利を養護することが重要だと話されていました。 

そして今回のフォーラムでは、「障害福祉サービス事業所の造形活動における作品の著作権の保護のた

めの指針～著作権保護ガイドライン～」が紹介されていました。これは、全国初で滋賀県が策定されたもの

ですが、著作権、所有権について明確にし、その保護のための具体的な方法や、作品の取り扱いについての

規程や作者の権利擁護についても記載されているものでした。この取組みが全国に広がれば、障害のある

人のアートと「働く」ことがもっとリンクできるのではないかと思った私は、嬉しい気持ちでした。 

 

会場を出た私は、どんよりとした冬空の景色と寒さの中、こんどは湖を眺めながら箕面への帰途につきまし

た。今後、大阪でもこのようなガイドラインを作る動きが出てくるのかどうか、今のところ情報はありません。け

れど、障害のある人の作品を取り扱う上では、この権利擁護の視点を更にしっかりと持っていきたいと、あらた

めて感じたフォーラムとなりました。 

〈注〉  

１.「加工されていない生（き）のままの芸術」という意味のフランス語。 

                          

    

～～～～「「「「アール・ブリュットネットワークアール・ブリュットネットワークアール・ブリュットネットワークアール・ブリュットネットワーク」」」」

設立記念設立記念設立記念設立記念フォーラムにフォーラムにフォーラムにフォーラムに参加参加参加参加してしてしてして～～～～    

    

箕面市障害者事業団箕面市障害者事業団箕面市障害者事業団箕面市障害者事業団がががが運営運営運営運営するするするする、、、、みのおイフプラザにあるみのおイフプラザにあるみのおイフプラザにあるみのおイフプラザにある「「「「アートショップ・グリーンるうぷアートショップ・グリーンるうぷアートショップ・グリーンるうぷアートショップ・グリーンるうぷ」」」」でででではははは、、、、障害障害障害障害

のあるのあるのあるのある人人人人のののの絵画絵画絵画絵画やややや陶芸陶芸陶芸陶芸をををを含含含含むむむむアートアートアートアート作品作品作品作品をををを販売販売販売販売していますしていますしていますしています。。。。    

そこでそこでそこでそこで、、、、「「「「アール・ブリュッアール・ブリュッアール・ブリュッアール・ブリュッ トトトト

（1）

」」」」のののの様様様様々々々々なななな情報情報情報情報をアートショップからもをアートショップからもをアートショップからもをアートショップからも発信発信発信発信ができるようにができるようにができるようにができるように、、、、このネットワークこのネットワークこのネットワークこのネットワーク

にににに登録登録登録登録をすることにしましたをすることにしましたをすることにしましたをすることにしました。。。。そしてそしてそしてそして、、、、「「「「アール・ブリュットアール・ブリュットアール・ブリュットアール・ブリュット」」」」のののの今今今今をををを知知知知るべくるべくるべくるべく、、、、このフォーラムにこのフォーラムにこのフォーラムにこのフォーラムに参加参加参加参加してきましてきましてきましてきま

したしたしたしたのでのでのでので、、、、今回今回今回今回ははははそのそのそのその内容内容内容内容をおをおをおをお伝伝伝伝えしたいとえしたいとえしたいとえしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

西西へへ東東へへ  



ＫＳＫＱ（障害者事業団だより No４３） 第３種郵便物認可 通巻 7547 号 2013 年 3 月 28 日発行 

- 11 - 

 

それぞれの役割 ～緑化部門から～ 

 今回は、緑化部門の１人の職員から日常の事例を

紹介したいと思い、田中さんのお話をさせていただきま

す。ここから、充実して働き続けるためのポイントを見

つけてみて下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏は暑く、冬は寒いという現場を長く続けていますが、体調の管理は人一倍しっかりとしていて、風邪な

どの理由で休むことはここ数年は記憶にありません。 

 

田中さんはグループホームで生活をしていてそこから毎日事業団へ通っています。身の回りのことはほと

んど自分で行う田中さん。グループホームは、実家にいる時よりも活動的に物事を進められる場所のようで、

グループホームでの取り決め事やその改善についての意見も積極的に発言しているようです。 

 

就業の場である、緑化部門では、出勤時間は誰よりも早く、経

験年数が長いので職場内の細かな点にまでよく気がついてくれま

す。例えば、路上で作業を行う時には安全のため、必ず赤いカラ

ーコーンを立てて作業を行いますが、朝、作業車に道具を積む時

は、田中さんが今日の作業場所を確認して、カラーコーンを積む

のを忘れないように声をかけてくれます。また、工事用写真の印刷

に使った使用済みインクカートリッジを「グループホームで集めて

いるので」と言って、持って帰ってくれています。田中さんのそうい

った気配りに、皆が助けられているところがたくさんあります。 

 

休みの日は、実家に帰ってお母さんと観劇に行ったり、レクレーションサークルに出かけたりしています。 

 

障害のある人の地域での暮らしは、「就労の場」、「生活の場」、 

「地域の力」がうまく揃うことで成り立っています。また、そこに本 

人のほんの少しの努力があってこそ、充実した生活に結びつく 

ものだと思います。田中さんは、自分が出来ることを生かし、それ 

を役割とすることで、周りの皆と互いに補い、助け合うことが出来 

ています。これにより、ひとつの就労が、重度の障害があっても成 

り立っていることを、田中さんを見ていて改めて感じています。 

 

 
◇◇◇◇プロフィープロフィープロフィープロフィールルルル◇◇◇◇    

 田中さんは設立２年目の当事業団に職員として就職されました。当事業

団の設立は平成２年（1990 年）ですから、田中さんは２２年間従事されて

いる大ベテランというわけです。田中さんの普段の業務は主に市内の公

園花壇や街路樹への花の植栽および剪定・除草作業で、殆どの業務が

屋外での作業となります。 

働働くく顔顔  

 

 

作業作業作業作業のののの様子様子様子様子    

事務所事務所事務所事務所のののの鍵鍵鍵鍵をををを開開開開けているけているけているけている 
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【【【【編集後記編集後記編集後記編集後記】】】】    

 私事だが、去る１月末、若い人たちに混じって、５０代の私も社会福祉士試験を受けた。その中に、

感慨深い思いになった問題があった。全１９分野（１５０問）の１つで、「就労支援サービス」の問題で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 答えは、２番と思うが（正式発表は３月１５日、本稿執筆時は、まだである）、この問題は、就労支援

の対象障害者像、実施主体、そして人材育成を担う機関の幅の拡がりを、如実に表していると感じた。

平成５年（１９９３年）、当時、神奈川県総合リハビリテーションセンター職員であった小川浩氏（現・

大妻女子大学教授、ジョブコーチを日本に紹介された第一人者）の渡米報告を、それこそ食い入るよう

に聞いたことを思い出した（第２１回職業リハビリテーション学会、千葉県の障害者職業総合センター

にて）。 

 あれから２０年、そしてジョブコーチ制度が日本にできて１０年。社会福祉士試験にも３年前から「就

労支援サービス」が科目として加わり、かつ、今回のように、単に「ジョブコーチとは何か」ではなく、

その拡がりを適切に理解しているかを問う問題が、国家試験で出されるようになった。「就労支援サービ

ス」科目を、後から振り返ると、制度の変遷や深まりが、浮き彫りになるのではないか、そんな風にも

思えた。                                       （栗原） 
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ホームページ http://www.minoh-loop.net/ 

Ｅメール   info@minoh-loop.net 
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問題１４６ 障害者が職場に適応できるよう職場に出向き、一定期間継続的に支援するととも

に、職場の上司や同僚等にも必要な助言等を行う職場適応援助者（ジョブコーチ）に関する

次の記述のうち、正正正正しいものしいものしいものしいものを１１１１つつつつ選びなさい。 

１．職場適応援助者の就労支援の対象となる障害者は、障害者手帳を持つ者に限られている。 

２．職場適応援助者は、地域障害者職業センターだけでなく、社会福祉法人等が設置する就労

継続支援 B 型事業所や民間企業にも配置されている場合がある。 

３．職場適応援助者の養成研修及び支援スキル向上研修を行っているのは、独立行政法人高

齢・障害・求職者雇用支援機構だけである。 

４．職場適応援助者による就労支援を受ける障害者は、障害者自立支援法に基づき、それに要

する費用について、本人の収入に応じて一部負担が求められる。 

５．職場適応援助者の資格要件については、障害者職業カウンセラーと同様、「障害者雇用促

進法」で規定されている。 

 （注）「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。 


